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論　文

スウェーデンの賃金協約と企業レベルの賃金決定 
― 「数値なし協約」の広まりとその影響 ―

岸　田　未　来＊

要旨

　本稿は，スウェーデンにおいて 2000 年代に増加している数値なし協約の検討を

通じて，賃金交渉をめぐる労使関係の変化を明らかにすることを課題とした。数

値なし協約は，産別レベルでは賃金上昇率（賃金原資総額）を確定せず，その決定

をローカル（地域，職場）交渉へ委ねる賃金協約である。民間部門経営者団体は，

企業の経営状況に応じた賃金決定のローカル化を徹底するために数値なし協約を

提案しており，専門職や管理職のホワイトカラー労働組合は，個々人のパフォー

マンスが賃金に反映され，結果として高い賃金上昇率が達成されることを見込ん

で数値なし協約を締結している。しかし一般事務職の労働組合は締結に慎重であ

る。したがって数値なし協約が民間部門で普及する条件として，産別労働組合の

賃金政策に合致する形での適用と，適用の結果，賃金上昇率が全体として高くな

るという実績が必要となる。また数値なし協約のもとで，エネルギー会社イーオ

ンでは，職場労働組合と HR の賃金交渉に対する権限を，チーフと個々の従業員

との賃金対話へ完全に委譲する賃金モデルを導入している。このような数値なし

協約とそのもとでの賃金決定の実態は，特にホワイトカラー層においてスウェー

デンの賃金をめぐる労使関係が，労使の合意にもとづきながらもゆるやかに産別

レベルから企業レベル，さらに個人レベルへと分権化されつつあることを示して

いる。
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Ⅰ．はじめに

　スウェーデンの産別労使交渉で締結される賃金協約は，労使双方の高い組織率に支えられ，

現在も労働市場のおよそ 90% と広い範囲に適用されている。スウェーデンでは EU 加盟を契

機に，輸出部門の労使団体が輸出産業の国際競争力を損なわない賃金上昇を実現する目的で，

1997 年に「産業協約（Industriavtal）」を締結した（Calmfors 2019）。この労使交渉に関する枠

組み協約は，他の産別労使交渉をも拘束するものであり，産業協約の締結以降，スウェーデン

の名目賃金上昇率は 2000－2009 年に 3.6%，2010－2019 年に 2.6%（Medlingsinstitutet）と

安定して推移している 1）。しかし近年，このような労使団体によるマクロな賃金管理政策を浸

食しうると指摘されているのが，2000 年代に増加した「数値なし協約（sifferlösa avtal）」であ

る（Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2018: 21）。数値なし協約は，産別レベルでは賃金上昇率

（賃金原資総額）を確定せずに，その決定をローカル（地域，職場）交渉へ委ねる賃金協約である。

本稿は，なぜ 2000 年代に数値なし協約が増加しているのかという問題意識から，賃金交渉を

めぐるスウェーデンの労使関係の変化を明らかにすることを課題とする。

数値なし協約とは何か

　数値なし協約とは，産別レベルの労使間で締結される賃金協約の一タイプであり，その特徴

は，賃金上昇率の具体的な数値を決めずに，ローカル・レベルの賃金交渉の原則や手続きのみ

を定めている点にある（Medlingsinstitutet 2019: 186）。したがって賃金上昇率（額）の決定権は，

ローカル・レベルの労使交渉へ委譲される。数値なし協約は，管理職労働組合（Ledarna）と

民間サービス部門経営者団体（Almega）との間で 1992 年に初めて締結されて以降（Öberg & 

Öberg 2017: 120），労働市場でのシェアを 2000 年の 7% から 2019 年には 28% へと高めている
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（後述）。なお，いまも労働市場で主流である「数値を含む」賃金協約では，賃金上昇にかかわ

る具体的な数値が産別レベルで決定されており，ローカル交渉でその分配が決められている。

　スウェーデンでは，後述するように労働協約のカバー率が高いことから，産別レベルで決め

られる賃金上昇率が広く労働市場へ適用されてきた。しかし数値なし協約は，賃金上昇率に関

して産別レベルの決定を含まない。この数値なし協約の影響については，一方で労働組合の立

場から，特定の地域的条件や個別企業の経営状況に応じたフレキシブルな賃金決定が増加し，

産別労働組合の弱体化がもたらされることが懸念されている（Kjellberg 2015: 21）。他方で，数

値なし協約によって個別企業で獲得される賃金上昇額が，産業協約の枠組みのもとで決定され

る賃金上昇額以上の賃金プレミアム 2）をもたらし，産業協約の目的を形骸化させる可能性も

指摘されている（Calmfors 2019: 211）。このように研究者間および労使団体の間でも，数値な

し協約の影響については意見の一致をみていない。いずれにしろ現時点では，データの制約か

ら数値なし協約が賃金相場に及ぼしている直接的な影響を実証する研究は少ない 3）。またこれ

らは主にマクロレベルの賃金の変化に注目しており，数値なし協約にカバーされる職場レベル

では，実際どのように賃金決定が行われているのかについては言及していない 4）。

分析視角

　本稿は以上のような研究状況を踏まえた上で，数値なし協約の実態を明らかとするため，特

に協約を締結する労働組合側の賃金政策に着目する。数値なし協約は全て使用者団体側から提

案されており，その締結には，労働組合側がどのような賃金政策を持って受け入れているのか

が重要と考えるためである。またスウェーデンの階層的な労使関係の構造を踏まえて，次の 2

点を具体的な検討課題とする。

　第 1 に，数値なし協約と他の賃金協約の具体的な違いについてである。本稿は，主に民間

部門のホワイトカラーを組織する大卒一般事務職労働組合（Unionen，以下ユニオネンと表記）

の賃金協約を取り上げる。ユニオネンは組合員数でスウェーデン最大の労働組合であり，ユニ

オネンが締結している協約の一部が数値なし協約となっているためである 5）。第 2 に，数値な

し協約のもとで，企業レベルではどのような賃金政策と賃金制度が採用され，いかに賃金が決

定されているのかである。スウェーデンでも 1990 年代以降，賃金制度における個人査定部分

が増加している（Lundh 2010: 279; Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2018: 131-134）。数値なし協

約のもとでは，ローカル・レベルの交渉に賃金上昇率の決定に関する完全なフリーハンドが与

えられることになる。本稿は，民間部門の経営者団体連合であるスウェーデン企業連盟

（Svenskt Näringsliv，旧 SAF）が数値なし協約にもとづく「望ましい」賃金決定モデルと評価

している，民間エネルギー会社のイーオン・スウェーデンを取り上げる 6）。
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　以下では，まずⅡで 2000 年代の賃金交渉の枠組みと賃金状況を概観し，Ⅲでは産別レベル

で締結される賃金協約の全体状況とユニオネンの賃金協約内容を検討する。Ⅳではイーオンの

賃金制度および賃金決定のプロセスを検討した上で，最後にまとめとする。

　なお本稿では賃金形成（lönebildning）を，労働市場のパートナー（労使団体）が賃金上昇の

総額とその分配・交渉形態を決定することという意味で使用する。また，賃金制度は企業レベ

ルの職務評価システムや賃金統計などを含む制度を指し，賃金決定はこれらのもとで個々の従

業員の具体的な賃金額が確定されるプロセスを指す。またインタビューからの引用は［　］で

示す。

Ⅱ．2000 年代におけるスウェーデンの賃金交渉の特徴

　ここでは，数値なし協約が増加した 2000 年代における賃金交渉の枠組みについて述べる。

まず，労働市場における労働協約 7）のカバー率についてである。Medlingsinstitutet（2019）

によると，スウェーデンには産別・職能別労働組合が 49，使用者団体が 58 存在している。

労働組合組織率は 2000 年の平均 82%（ブルーカラー 85%，ホワイトカラー 80%）から 2020 年に

は平均 68%（ブルーカラー 61%，ホワイトカラー 72%）と低下傾向にある。ただし労働協約の

労働市場カバー率は，公共部門 100%，民間部門 83% である。これは，職場労働組合と使用

者が労働協約を締結すれば，その内容が同じ職場の非組合員にも適用されることや 8），使用者

側の組織率が高く（公共部門 100%，民間部門 83%），たとえ組合員が職場にいなくとも，労働協

約を適用しているケースが存在するためである。スウェーデンでは，ブルーカラー労働組合

のナショナルセンターである LO（Landsorganisationen i Sverige）と，民間経営者団体連盟

の SAF（Svenska Arbetsgivareföreningen）が 1938 年に締結したサルトシェバーデン協約

（Saltsjöbadsavtalet）によって労使自治の原則が確立し（Lundh 2010: 172），それ以降，現在も

賃金や労働時間，有給休暇などを含む幅広い労働条件が労働協約によって定められている。

　次に，産別レベルの賃金協約と企業レベルの賃金決定との関係である。スウェーデンではお

よそ 3 年に一度，産別レベルの中央交渉が一斉に行われ，各部門をカバーする労働協約が締

結される。1980 年代までは，産別労使交渉の前に頂上交渉（労働組合のナショナルセンターと使

用者団体連合組織との交渉）が行われていたが，現在これら組織は傘下団体の交渉を調整するの

みである（Geer 2007: 183）。産別交渉で賃金協約が締結されると，次にローカル・レベルの労

使交渉（ローカル交渉）が行われる。ローカル交渉は，産別の賃金協約で定められた内容を踏

まえて，具体的な賃金分配方法やその内容を決める。ローカル交渉で決められる内容は，原則

として産別レベルで決められた内容を下回ることはない。

　最後に，産別レベル全体の労使交渉枠組みを定めている産業協約の役割である。産業協約
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は，1997 年に輸出産業部門の労使間 9）で締結された労使交渉に関する枠組み協約であり，

1997 年以降はその枠組みにしたがって全ての産別労使交渉が行われている（岸田 2016）。産業

協約にもとづく労使交渉では，まず現行の協約期限が切れる前に輸出産業部門の労使が他の部

門に先んじて賃金協約を締結する。ここで決められた賃金上昇率が労働市場全体の「マーク

（märket）」となり，その他の部門の産別交渉はそのマークを基準に交渉を行い，順次協約を締

結していく 10）。産業協約締結の目的は，スウェーデンの EU 加盟を背景として，国際的にみ

たスウェーデン輸出産業の競争力を確保することである。そのため各産別労使団体の間には，

基本的にこのマークを「天井」とみなし，これを上回る内容の賃金協約を締結しないとの合意

がある 11）。このため産業協約とマークは，スウェーデンの労働市場全体の賃金上昇水準を規

定する重要な役割を果たしているといえよう。

　では実際に，2000 年代におい

て賃金上昇率はどのように推移

してきたのか。図 1 は 1990 －

2019 年の実質賃金上昇率と名目

賃金上昇率の推移である。産業

協約が締結された 1990 年代末か

ら，名目賃金上昇率は毎年 2－

4% で推移している。インフレの

影響はあるものの，実質賃金上

昇率もおおむねプラスとなって

いる。より実際の賃金変動に近

い月単位の推移をみれば（図 2），

協約で定められた賃金上昇率を

やや上回って，実際の賃金上昇

率が推移していることがわかる。

これらから産業協約締結以降の

産別賃金交渉が，スウェーデン

において安定した賃金上昇率の

実現に寄与してきたことがみて

とれる。しかし他方で，賃金構

造の面では 2000 年代に賃金格差

が拡大してきたことが議論され

ている 12）。とくにブルーカラー労働組合は，2000 年代においてブルーカラーとホワイトカ

図 1　スウェーデンの実質賃金上昇率

出所：Medlingsinstitutet
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ラーとの賃金格差が持続的に拡

大していると指摘している（LO 

2019: 11）。図 3 をみれば，ブルー

カラーとホワイトカラーはとも

に 2000 年代には平均月額賃金が

上昇しているものの，その差は

2000 年の 6,500 クローナから

2019 年には 13,800 クローナと 2

倍以上となっている 13）。パーセ

ンテージでは，2001－2009 年の

間に賃金格差は 40% から 44% へ

と上昇し，2014 年の統計変更を

はさんで，2017－2019 年には

50% となっている。このように

ブルーカラーとホワイトカラーの賃金格差が拡大する基本要因としては，産業協約によって全

ての部門の産別労使交渉に対し，賃金上昇率のマークが設定されたことが考えられる。当時す

でに一定の賃金格差が存在していたブルーカラーとホワイトカラーの賃金額に対し，毎年同じ

賃金上昇率を適用すれば，絶対額でみた賃金格差は必然的に拡大してゆくことになる（岸田 

2016）14）。さらに，ブルーカラーとホワイトカラーが締結する賃金協約タイプの違いも賃金格

差の拡大に影響していると考えられる。この点を次にみてみよう。

Ⅲ．産別レベルの賃金協約と数値なし協約

－民間ホワイトカラー労働組合（ユニオネン）を中心に－

1．賃金協約のタイプと数値なし協約

　ここでは，産別レベルで締結される賃金協約の全体状況と数値なし協約について検討する。

スウェーデンの労働市場には，公共部門，民間部門も含めて，使用者団体と産別・職能別労働

組合が締結する約 680 の賃金協約が存在している（Medlingsinstitutet 2019: 159）。表 1 は，そ

れらを産別レベルの賃金規制の程度が「強い・弱い（ローカル交渉の自由度が低い・高い）」とい

う観点から，7 つの賃金協約タイプに分類している 15）。タイプ 1「ローカル賃金決定」の賃金

協約は，ローカル交渉へ賃金上昇率に関する決定権が完全に委譲されている，いわゆる数値な

し協約である。タイプ 7「一律賃金上昇」の賃金協約は，産別で締結される賃金協約の規制力

がもっとも強い（ローカル交渉の自由度がない）協約であり，産別で決定された賃金上昇率がそ

図 3　ブルーカラーとホワイトカラーの月額賃金

　　　（スウェーデン・クローナ）
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出所：LO, Lönerrapport 2020
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のままストレートに全ての労働者へ適用される。これら 2 つの両極のあいだに，2 から 6 の賃

金協約タイプが存在している。2，3，5 の賃金協約にある「fallback（スウェーデン語で

stupstock）」とは，ローカル交渉で労使が賃金上昇率で合意に至らなかった場合に，産別交渉

で予め決められた賃金上昇率などが自動的に適用される仕組みであり，ローカル交渉を下支え

する役割を果たしている。3，4 の賃金協約にある「個人保障」とは，産別レベルの賃金協約

において個々の労働者へ一定の賃金上昇額を保障するものである。4，5，6 の賃金協約にある

「賃金ポット（lönepott）」とは，一定の賃金上昇率×労働者数で計算された賃金原資総額を産

別レベルの賃金協約で定め，その分配をローカル交渉に委ねるものである（Medlingsinsutitutet 

2019: 187-189）。

　表 1 でみると，2019 年で数値なし協約（ローカル賃金決定）は労働市場全体の 28% の労働者

をカバーしているが，その全てがホワイトカラー労働組合で締結されている。ブルーカラー労

表 1　7 つの協約タイプにカバーされる労働者の割合（2019 年，％）

＊（　）は民間／公共部門ごとにブルーカラー／ホワイトカラーを 100 とした時の割合

出所：Medlingsinstitutet
注：＊元の表では 2 となっているが，6 の間違いと推測されるため修正している。

賃金協約タイプ 民間部門 公共部門
（国，地方自治体）

労働市場全体

1　ローカル賃金決定 12 52 28

ブルーカラー （0） （0）
ホワイトカラー （29） （81）

2　ローカル賃金決定
（総額に関する fallback 付き）

14 12 13

ブルーカラー （5） （6） ＊

ホワイトカラー （26） （18）
3　ローカル賃金決定

（総額に関する fallback ＋個人保障付き）
7 0 4

ブルーカラー （3） （0）
ホワイトカラー （11）  （0）

4　賃金ポット
（個人保障なし）

16 35 24

ブルーカラー （13）  （94）
ホワイトカラー （20） （0）

5　賃金ポット
（個人保障もしくは個人保障に関する fallback 付き）

16 0 9

ブルーカラー （17）  （0）
ホワイトカラー （13） （0）

6　一律賃金上昇＋賃金ポット 22 0 13

ブルーカラー （38） （0）
ホワイトカラー （0） （0）

7　一律賃金上昇 14 1 9

ブルーカラー （23） （0）
ホワイトカラー （1） （1）

合計 100 100 100



22 立命館経営学（第 60 巻　第 1 号）

働組合では公共部門，民間部

門にかかわらず数値なし協約

は締結されていない。さらに

ホワイトカラー内でも，公共

部門のホワイトカラーは 81%

が数値なし協約にカバーされ

ているのに対し，民間部門の

ホワイトカラーでは 29% で

ある。これをさらに民間部門

と公共部門全体としてみると，

数値なし協約の割合は民間部

門で 2002 年の 7% から 12% と微増である（図 4）のに対して，公共部門では国家公務員が

32%（2002 年）から 46%（2016 年），地方公務員が 28%（2002 年）から 49%（2016 年）と大き

く増加している 16）。また賃金協約の全体的な変化をみると，かつては産別レベルの賃金規制

が強いタイプが一般的であったが，とりわけホワイトカラーについては，徐々にローカル交渉

の自由度が高いタイプへと移り変わってきた［Unionen 2016.9.17］。それゆえ 2 や 3 の fallback

付きの賃金協約タイプも含めると，組合組織率の高いホワイトカラーはローカル交渉を通じ

て，マークよりも高い賃金上昇率を獲得する可能性を持っていることが推測される。

　以上から，数値なし協約はまず公共部門のホワイトカラーを中心に広まっていることがわか

る 17）。他方で民間部門のホワイトカラーでは，数値なし協約を締結しているのは主に管理職

労働組合と大卒専門職労働組合である（Medlingsinstitutet 2019）。民間部門のホワイトカラー

でもっとも数が多い大卒一般事務職労働組合は，数値なし協約をほとんど締結していない。こ

のため，民間部門全体として数値なし協約のカバー率がそれほど高くないのである。

2．ユニオネンの賃金協約と賃金政策

　では民間ホワイトカラーの大卒一般事務職を組織している労働組合，ユニオネンはどのよう

な賃金政策のもとで賃金協約を締結しているのか。

ユニオネンの賃金協約

　ユニオネンは現在約 70 万人の組合員を抱え，異なる経営者団体との間に 90 の賃金協約を

締結している［Unionen 2020.3.10］。これら賃金協約は，ユニオネン内で各経営者団体との交

渉を担っている部門ごとに締結されている。傘下組合員数でみた場合，ユニオネンの最大の交

渉相手は機械産業部門の Teknikarbetsgivarna（TA）である。表 2 は，34 の主要な経営者団

図 4　民間部門（ブルーカラー＋ホワイトカラー）の

　　　協約タイプ別シェア

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

協約1

20
02

年

20
03

年

20
04

年

20
05

年

20
06

年

20
07

年

20
08

年

20
09

年

20
10

年

20
11

年

20
12

年

20
13

年

20
14

年

20
15

年

20
16

年

20
17

年

20
18

年

20
19

年

協約2 協約3 協約4 協約5 協約6 協約7

出所：Medlingsinstitutet



23スウェーデンの賃金協約と企業レベルの賃金決定（岸田）
表

2
　
ユ
ニ
オ
ネ
ン
の
賃
金
協
約
（

2
0
1
3
年

1
1
月

1
8
日
）

注
記
：

⑴
 I

T
A
の
協
約
は
「
技
術
的
説
明
」
を
含
ま
な
い
が
，
企
業
レ
ベ
ル
に
関
連
す
る
文
章
は
協
約
内
に
含
ま
れ
る
。

⑵
 E

F
A
の

協
約

は
“

S
tu

ps
to

ck
”

に
関

す
る

特
別

な
形

態
を

持
つ
。

協
約

に
“

S
tu

ps
to

ck
”

は
書

か
れ

て
い
な
い
が
，
中
央
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
の
合
意
が
存
在
す
る
。

⑶
 “

S
tu

ps
to

ck
en

”
は
個
人
保
障
も
固
定
し
て
い
る
。

⑷
 強

制
さ
れ
な

い
賃
金
改
訂
の
期
限
。

⑸
 最

低
賃
金
は

20
才
と

24
才
の
も
の
。

⑹
 交

渉
手
順
は

賃
金
委
員
会
を
含
ま
な
い
。

⑺
 強

制
さ
れ
な

い
po

tt
。

出
所
：
ユ
ニ
オ
ネ
ン
内
部
資
料
よ
り

「
固

定
賃
金
総
額
／
ポ
ッ
ト
」
の
あ
る
協
約

“
S

tu
ps

to
ck

”
（

fa
ll

ba
ck

）
の
あ
る
協
約

部
門

協
約
内
容
の

構
成
要
素

Bemanningsftg

Samhall-Anv.

TMF

Sv. Handel (265)

GAF

GAFS&M

PAF

MAF

Media (Sif)

IDEA

Ideela

R&K

Callcenter-

U&T

Apotek

Säkerhet

Spel

TA

M&P

Tj.ftg (259)

Media (259)

IT

EFA

Ikem

STD

FASTIGO

Telekom

Livs

Samhall-DA

BÄF

Fastighet

Utbildn.

KFO-Industri

Teknikgrossisterna

1　
賃
金
総
額

×
×

×
⑿

×
×

×
×

×
×

×
×

×
⑺

⑺
×

×
×

⑺
×

×
⑺

2　
“

S
tu

ps
to

ck
”

（
fa

ll
ba

ck
）

⑿
×

⑵
⑶

×
×

⑶
×

⑶
×

×
⑶

3　
賃
金
改
訂
の
期
間

×
⑷

×
⑷

⑷
⑷

×
×

⑷
⑷

×
×

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
×

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
⑷

⑷
⑷

×

4　
賃
金
見
直
し
／

構
造
的
検

討
×

⒁
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

5　
賃
金
分
析

×
×

×
×

⒂
×

×
×

×
×

×
×

6　
個
人
保
障

（
最
低
保
障
額
）

×
⑻

×
×

×
×

⑻
×

⑻
×

×
×

×
×

×
⑻

⑻
⑶

⑶
⑶

×
×

⑶
×

7　
改
善
手
続
き
保
障

×
×

×
×

×
×

×
×

×
⒀

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

8　
最
低
賃
金

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

⑸
⑸

⑸
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
⑽

×
×

×
×

×
×

×

9　
賃
金
交
渉
プ
ロ
セ
ス

の
規
定

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

10
　
賃
金
原
則
／

賃
金
シ
ス
テ
ム

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
⒂

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
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金
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準
／
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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⒂
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×
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×
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×

×
×

×
×
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×

×
×
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×
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話

×
×
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×
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×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
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展
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話

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
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代
替
協
約

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
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技
術
的
説
明

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
⑾

×
×

×
×

⑴
×

×
⑼

×
×

×
×

16
　
交
渉
手
順

⑹
⑹

×
⑹

⑹
⑹

×
×

⑹
⑹

⑹
⑹

⑹
×

⑹
⑹

⑹
×

×
⑹

⑹
⑹

×
×

⑹
⑹

×
⑹

×
⑹

⑹
×

×

⑻
 個

人
保
障
は
最
初
の
協
約
年
の
み
。

⑼
 「
説
明
」
の
一
部
は
協
約
に
含
ま
れ
て
い
る
。

⑽
 最

低
賃
金
は
プ
ロ
ト
コ
ル
に
書
か
れ
て
い
る
。

⑾
 特

段
の
合
意
が
な
い
限
り
，
企
業
の
条
件
は
全
企
業
に
該
当
す
る
。

⑿
 ロ

ー
カ

ル
で

P
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t
＋

賃
金

見
直

し
（

S
if
）
，

も
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く
は

P
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H

T
F
）
，

ロ
ー

カ
ル

賃
金
形
成
に
関
す
る
代
替
案
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

⒀
 2

01
4
年

1
月

1
日
か
ら
適
用
。

⒁
 賃

金
見
直
し
分
は

po
tt

か
ら
得
ら
れ
る
。

⒂
 一

般
的
条
件
に
関
す
る
協
約
内
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
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体との賃金協約（2013 年時点）の内容を，ローカルの賃金交渉手続きや賃金上昇率に関する規

定など様々な項目の有無で表したものである。それぞれの賃金協約は異なる様式で書かれてい

るものの，「最低賃金」，「賃金原則」，「賃金改定の期間」など，いずれの協約にも共通してみ

られる項目が存在する。これら項目のうち，数値なし協約との関係で重要なものは，先述した

7 つの協約タイプの分類指標となっていた「1　賃金総額（固定賃金総額／賃金ポット）」，「2　

Stupstock（fallback）」，「6　個人保障（最低保障額）」の 3 つである。このうち 1 と 6 は，産別

レベルで賃金上昇率もしくは賃金上昇の総額を一部であっても決定する項目であり，2 はロー

カル交渉で合意に到達しなかった場合に，自動的に適用される賃金上昇率を定めている。

　表 2 をみれば，34 の協約のうち 21 の協約が「賃金総額（固定賃金総額／賃金ポット）」に関

する規定を持っている。さらに「賃金総額（固定賃金総額／賃金ポット）」の規定のない 13 の協

約は，その代わりに，ローカル交渉が合意しなかった場合に，自動的に適用される「Stupstock

（fallback）」の規定を持っている。ただしこの中で，EFA（エネルギー部門経営者団体），Fastigo

（不動産管理部門経営者団体），Teknikgrossisterna（卸売部門）との協約は，「賃金総額（固定賃金

総額／賃金ポット）」，「Stupstock（fallback）」，「個人保障（最低保障額）」のいずれの規定も含ん

でいない。このため，いわゆる数値なし協約であることがわかる 18）。これら 3 つは，従業員

数でみるといずれも相対的に規模の小さい部門である。

ユニオネンの賃金政策

　これら賃金協約の基礎にあるユニオネンの賃金政策とはどのようなものか。ユニオネンの

2015 年全国大会で確認された賃金政策からみてみよう（Unionen 2015，以下のカッコ内は冊子の

ページのみを示す）。

　ユニオネンの「賃金形成に対する基本的な考え」では，「実質賃金の上昇」，「雇用」，「国際

競争力」，「生産性の上昇」，「インフレ」の 5 つの要素を考慮に入れた「バランスのとれた賃

金上昇率が，長期的に持続可能な雇用成長への前提条件」を創りだし，それは同時に「実質賃

金の上昇への前提条件ともなる」と述べられている。まず「ユニオネンのメンバーの実質賃金

が増加するためには，賃金がインフレよりも高くなければならない」こと，それが「十分な生

活条件を創り出す基礎である」とされる。そして，「雇用が成長するための基礎はグローバル

市場で成功する企業」であり，「人材，研究開発，生産の発展，ビジネスの発展への長期的な

投資を行う企業が成功を導く」。この投資によってもたらされる「生産性の上昇こそが経済的

に成功する企業にとっての基礎であり，また長期的な賃金増加をもたらす能力を決定する」の

である。ユニオネンはこれら生産性の上昇，一般的なインフレ予測の状況，競争相手国のコス

ト上昇，企業の投資需要などを考慮した上で，「バランスの取れた賃金上昇」を要求するとさ

れる（pp.2-3）。
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　賃金交渉における産別レベルとローカル・レベルとの関係については次のように説明されて

いる。賃金形成は，ナショナル・レベルと個々の職場の両方で行われ，賃金上昇額とその分配

原則は，（産別）中央とローカルの労働協約において決定される。「中央の賃金協約の役割は，

最低賃金，賃金上昇，一般的な労働条件に関する決定を通じて，保障を与えること」である

（p5）。これら協約がなければ雇用者に一方的な賃金決定の権利を与えてしまう。そしてローカ

ル・レベルの賃金形成と賃金決定に対する労働組合の影響力を増加させるためには，全ての職

場で「賃金構造，賃金原則，賃限決定の基準，賃金決定の様式，差別的賃金に対抗する行動な

ど」（p3），賃金決定をコントロールする条件を労働組合の力によってもたらすことが大事とな

る。

　ローカル・レベルでの個人の賃金決定は，職務評価（arbetsvärdering）と個人のパフォーマ

ンス（individuella prestationen）にもとづく賃金システムを前提とすべきであり，個人の賃金

決定は職務要求，労働の結果，経験，能力の違いによって異なるとされる。「全ての組合員は

自分のスキルや能力を発展させる可能性を与えられる」（p3）ことによって，みずからの賃金

に対する影響力を高めることが重要とされる。そして「賃金の上昇は，個々人の発展に続くべ

きであり，各組合員は自らの努力と賃金上昇との関連を明確に知るべき」（p3）とされる。こ

のような個人化された賃金システムが機能するためには，ローカルの労働組合代表と経営者が

共同で，賃金システムを事業活動の状況に適応させることが必要であり，これには職務内容の

共同評価や，個々人の労働結果・能力の評価などが含まれる。

　以上のようなユニオネンの賃金政策は，産別労使交渉の役割を強調しながらも，個々の従業

員の賃金上昇はそのパフォーマンスと結びつけられるべき，という個人化された賃金決定を重

視しており，ローカル・レベルに賃金決定の裁量権を与える賃金協約とも親和性が高いといえ

る。ただし産別レベルとローカル・レベルとの関係についていえば，ブルーカラー労働組合と

管理職労働組合の中間的な位置にある 19）。つまりブルーカラー労働組合でも，賃金形成にお

いてローカル交渉で決定される個人部分を認める協約が増えているが，他方で現在も，産別レ

ベルで一律に賃金上昇率を決定するタリフ賃金（tarifflöne）型の協約が存在するなど，賃金決

定のローカル化・個人化が実質的な賃金上昇をもたらしうるという見解に懐疑的な組合もある

［Kommunal 2020.3.9］。管理職労働組合は，個々人のパフォーマンスに応じた賃金決定を推奨

しており（Ledarna 2020: 13），産別交渉ではいち早く 1992 年から数値なし協約を締結してい

る。ユニオネンは組合員にとって個人化された賃金決定の役割を重視しつつも，職場レベルで

賃金決定が経営者側から一方的に行われることを警戒しており，産別レベルの協約で様々な保

障システムを規定することで，ローカルな賃金交渉の「結果」にも関与しているのである。
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数値なし協約への対応

　このような賃金政策を持つユニオネンは，数値なし協約についてどのように評価しているの

だろうか。上にみた大会の冊子では直接言及されていないが，ユニオネンが組合員へ数値なし

協約を説明する動画が作成されている 20）。その中では 2 つの問題点を指摘し，数値なし協約

に対する懐疑的な立場を示している。1 つ目は，数値なし協約が組合員に対する確実な賃金上

昇を保障しないことである。産別レベルで賃金上昇率への規定が全く存在しないのであるか

ら，ローカル交渉の結果によっては賃金上昇が生じないことも想定される。それは，組合員に

実質賃金の上昇をもたらすというユニオネンの基本的な賃金政策に反するということである。

2 つ目に，数値なし協約は労働組合にストライキ権を保障しない点である。「数値のある」賃

金協約では，現行の協約期間を過ぎても産別労使交渉で合意にいたらない場合，産別労働組合

はストライキに訴えることができる。現在，ユニオネンに対して数値なし協約の締結を強く求

めている経営者団体はサービス部門の Almega であるが，彼らの提案する数値なし協約では，

いったん産別レベルの労使間で数値なし協約が締結されると，賃金上昇率（額）が決まっていな

いにもかかわらず，その時点で労働組合には争議行為を行わないという「平和義務（fredsplikt）」

が生じる。したがって，労働組合にとって重要なストライキ権を放棄してまで，なぜ賃金上昇

額の保障のない数値なし協約を締結しなければならないのか，という見解となるのである

［Unionen 2016.9.17］。

3．エネルギー部門の数値なし協約

　ユニオネンの基本的な賃金政策に反する内容を持つにもかかわらずさきにみたように現在，

3 つの部門で数値なし協約が締結されている。ここではエネルギー部門を取り上げ，その内容

と背景を明らかとする。

エネルギー部門の労使関係

　エネルギー部門の経営者団体は，EFA（EnergiFöretagens Arbetsgivareförening，エネルギー企

業経営者連盟）と呼ばれ，電力やエネルギーの生産，流通，販売に関わる 195 社が加入してい

る［EFA 2020.3.13］。主要大手 3 社がいずれも加入していることから，経営者団体としての組

織率も高いと考えられる。エネルギー部門は，1990 年代までは国営および公営企業が大半を

占めていたが，90 年代に規制緩和と民営化が進み，現在は多くの民間企業や外国企業の子会

社が含まれている。EFA のメンバー企業で働く従業員数は約 2 万人で，ユニオネンのエネル

ギー部門における組織率も 95% と平均よりも高い［Unionen 2020.3.10］。

　エネルギー部門の数値なし協約は 1992 年に EFA と管理職労働組合との間で初めて締結さ

れ，その後，大卒専門職の労働組合（Sveriges Ingenjörer）とユニオネンも数値なし協約を締結
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するようになった。現在は，これら 3 組合に 1 つのブルーカラー労働組合を加えた 4 つの労

働組合と EFA との間で，賃金を除いた一般的な労働条件に関しては同じ労働協約が結ばれて

いる 21）。数値なし協約は EFA から提案されたが，それは「賃金は各企業の支払い能力や経済

状況，… （中略） …競争条件などに応じて，企業ごとに支払われるべきであり，労働協約によっ

て決められるべきものではない」［EFA 2020.3.13］との考えにもとづいていた 22）。ユニオネン

の側も EFA と歴史的に信頼関係を築いてきたとの認識があり，さらに産別レベルで数値を決

めずにローカル交渉を行うことで，より高い賃金上昇率が実現できるとの見込みがあった。こ

のため当初は試験的に数値なし協約を受け入れ，その結果が満足できるものであったために現

在も継続している。したがってユニオネンは，ローカル交渉の結果として賃金上昇率が全体的

に抑制された場合や，組合員に不満が高まった場合には，数値なし協約の締結をやめるとの態

度をとっている［Unionen 2020.3.10］。

エネルギー部門の数値なし協約

　EFA がユニオネンと締結する数値なし協約の内容を，2017-2020 年の賃金協約 23）からみ

てみよう（以下のカッコ内は協約のページのみを示す）。

　この協約は「1．賃金形成への共通の出発点」，「2．賃金決定の原則」，「3．賃金 2017，

2018，2019」，「4．賃金改定」を含む本文と，「賃金協約の用語内容に関する協約」（付録）か

ら構成されている。「1．賃金形成への共通の出発点」では，「賃金形成は企業の事業活動とそ

の発展における推進力」となり「同時に，従業員に対して優れた労働パフォーマンス，改善，

能力発展への刺激をあたえる」ため，「生産性の上昇，効率性，競争力，利益をもたらすこと

が出来る」と，賃金形成の役割を述べている。そして「2．賃金決定の原則」は次のように述

べている。

「賃金決定は企業の目標と事業活動理念と結びつくべきである。企業目標と賃金決定の結び

つきは，賃金を活発なリーダーシップの基本部分とみなす。それはまた個々の従業員に対

して，賃金決定を通じて企業が期待すること，そして従業員が自らの賃金発展にいかに影

響を及ぼすことができるのかが明確であることを意味する。同時に，賃金決定は長期的で

明瞭，かつ一貫性があるべきで，裁量に任されるものではない。」（p1）

　ここでは先にみたユニオネンの賃金政策で述べられているよりもいっそう，賃金決定と企業

活動との結びつきが強調され，賃金決定が企業側のリーダーシップによって，従業員へのイン

センティブを高めるために行われることを確認している。そして「職務上の任務における責任

と困難の程度，昇進，個々人の従業員の働き方を考慮して決定される」（p1）個人化・差異化
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された賃金決定が推奨されている。「3．賃金 2017，2018，2019」では，具体的な賃金上昇率

は書かれておらず，新たな賃金額は 4 月 1 日より適用されること，および最低賃金額が書か

れている。「4．賃金改定」は，「a） ローカル交渉の方針」として，先ほどの賃金原則に従い，

ローカルの交渉パートナーは賃金改定を行う方式とスケジュールで合意すべきとされる。具体

的なローカル・レベルの賃金決定は，チーフ（上司）と従業員との対話（dialog）を通じて行わ

れ，そこで「実際の職務，職務に対する要求，労働環境，発展の可能性，求められる能力，目

標に対して達成された成果」（p3）などが話し合われる。そしてローカルなパートナー（労使）

が賃金改定を行うことで，望ましい全体的な賃金構造が維持されるか，従業員間でモチベー

ションを高めるような賃金の差異が達成されるべき，としている。「b） 質の保障」では賃金改

定後のフォローについて，「c） 交渉手続き」はローカル交渉で合意に達しなかった場合の手続

きについて定めている。

　以上のように EFA とユニオネンの数値なし協約は，賃金上昇率に関する数値をいっさい定

めず，ローカル交渉の原則や手続きのみを規定している。個々人の賃金決定はチーフと従業員

との直接対話を通じて行われ，全体的な望ましい賃金構造については，ローカルのパートナー

がその責任を負うこととなっている。では，ユニオネンの数値なし協約と他の労働組合が締結

している数値なし協約との違いは何か。それが端的に示されるのは，個人への保障に関する部

分である。管理職労働組合と EFA の数値なし協約は，ローカル交渉の結果として賃金上昇率

が低くなった組合員への対応については，一切触れていない 24）。ユニオネンの数値なし協約

は 3．および 4．の部分で，結果として低い賃金上昇額しか得られなかった組合員には，ロー

カルの労使間で，彼らがどのような改善を行えば次年度からの賃金上昇に結びつくのかを話し

合う「特別の協議（särskilda överläggningar）」が保障されると述べている（p3）。また「特別の

協議」が保障される条件として，協約 3 年期間の 1 年目で 290 クローナ，2 年目で 1,290 ク

ローナ，3 年目では 2,290 クローナを下回る賃金上昇額となった場合，と具体的な金額を明記

している（p2）。大卒専門職労働組合と EFA の数値なし協約にも，同様の「特別の協議」が定

められているが，具体的条件としての金額は書かれていない 25）。このようにユニオネンは，

組合員へ直接に賃金上昇額を保障するわけではないが，数値なし協約であっても，賃金上昇に

結びつく働き方を明確にさせることで，個々人の賃金上昇を間接的に保障する仕組みを維持し

ているのである。

　エネルギー部門の数値なし協約は，EFA に加盟する全企業のホワイトカラーに適用される

が，先に述べたようにその具体的な運用方法は各企業や職場ごとのローカル交渉に委ねられて

いる。実際に，エネルギー部門の最大手企業であるバッテンフォール（Vattenfall）では，数値

なし協約が適用されているにもかかわらず，ローカル交渉では産業協約にもとづく数値が交渉
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材料として用いられていたとのことである［Unionen/E.ON Sverige 2019.9.10］26）。このため，

数値なし協約が実際の賃金決定に及ぼしている影響を明らかにするためには，企業レベルの賃

金制度とその運用実態をみる必要がある。

Ⅳ．数値なし協約のもとでの賃金制度と賃金決定プロセス

－エネルギー会社イーオンの事例－

1．イーオンのローカル賃金協約

　ここでは，数値なし協約のもとで個別企業がどのような賃金政策と賃金制度を採用している

のかを明らかとする。事例として，スウェーデン企業連盟が数値なし協約の具体的な運用にお

いて望ましい賃金決定モデルと評価しているイーオン・スウェーデン（E.ON Sverige，以下イー

オンと表記）を取り上げる。

　イーオンはドイツ企業の子会社で，スウェーデン国内では 3 大エネルギー企業の一つであ

る。もとはスウェーデンの公営電力会社であったが，1990 年の複数の M&A をへて，2001 年

にドイツのエネルギー多国籍企業（E.ON SE）に買収された。イーオン・スウェーデンはス

ウェーデン国内に複数の子会社を持ち，本社の従業員数は約 2,000 人である。従業員の平均勤

続年数はおよそ 11 年で，スウェーデン企業の平均勤続年数とそれほど変わらない［E.ON 

Sverige 2020.3.13］。職場の労働組合には，管理職労働組合，大卒専門職労働組合（Sveriges 

Ingenjörer），ユニオネン，ブルーカラー労働組合の 4 つが存在するが，本社の従業員の大半は

エンジニアや営業などのホワイトカラー職であるため，ユニオネンが最大の職場労働組合で

ある。労働組合の企業内組織率は 4 つの組合平均で約 85% となっている［Unionen/E.ON 

Sverige 2019.9.10］。

　イーオンとホワイトカラーの 3 つの職場労働組合は，産別レベルの数値なし協約のもとで，

2015 年より企業レベルで一つのローカル賃金協約（LöneEnsa）27）を締結し，新しい賃金決定

モデルの運用を始めた。この協約はブルーカラーとエグゼクティブをのぞく全ての従業員に適

用されている。その内容を，先にみた EFA とユニオネンの数値なし協約との違いに注目しな

がら検討しよう（以下のカッコ内は LöneEnsa のページのみを示す）。

ローカル賃金協約（LöneEnsa）の内容

　LöneEnsa は 5 つのパートから構成されている。「§1　共通の出発点」，「§2　賃金改定の

プロセス」，「§3　責任」，「§4　タイムスケジュール」，「§5　評価」である。「§1　共通の

出発点」で述べられている賃金形成の基本方針は，産別レベルの数値なし協約とほぼ変わら

ず，イーオンの賃金決定基準として「市場の状況；職務上の任務における責任と困難の程度；
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個々の従業員のパフォーマンス（prestation）；能力と経験（kompetens och erfarenhet）」の 4 つ

をあげている（p1）。さらに従業員の賃金改定は，直属の上司であるチーフと従業員の間の賃

金対話（lönesamtal）を通じて行われ，絶対的な交渉権限（fullt förhandlingsmandat）は，経営

者側と職場労働組合からチーフと従業員の間に委譲されるものとしている。チーフが賃金決定

に責任を負うことは，「§3　責任」においても「賃金を設定するチーフは，従業員を評価し，

賃金を決定し，発展させることに責任を負い，そしてその権限を持つ」と強調されている

（p2）。「§2　賃金改定のプロセス」では，従業員が賃金対話の進められ方に不満を持つ場合は，

職場労働組合に申し立てを行うことができること，そして賃金対話が終了し，実際に賃金が支

払われるようになるまでに，経営者側と職場労働組合との間で賃金決定の基準と賃金改定のプ

ロセスが確実に遂行されるよう，協議が行われることが述べられている。ここで組合側は，特

定の従業員の賃金水準などを取り上げて議論することは出来るが，しかしその場合も「交渉は

これらパートナー（経営者側と職場労働組合）に引き継がれるのではなく，チーフと従業員が交

渉権限を持つ」とされている（p2）。賃金上昇がゼロもしくはわずかであった従業員に対して

は，チーフと従業員との間で「特別な取扱いプラン（särskilda handlingsplan）」が設定される。

　このように LöneEnsa は，個々のチーフと従業員の賃金対話に完全な賃金決定の権限を与

えることを明記しており，この点が数値なし協約よりさらに踏み込んだ内容となっている。

イーオンの HR（人事部）によると，LöneEnsa が締結される以前も，数値なし協約のもとで

チーフと従業員の賃金対話は行われていた。しかし最終的に賃金額が確定するまでの HR と

職場労働組合の交渉において，賃金対話で決められた賃金上昇額の修正がしばしば行われてい

た。そのため賃金対話を行うチーフも，イーオンの賃金原則や賃金決定基準にそって個々の従

業員を評価し，その賃金額を設定することに真剣に取り組んでいなかったとされる［E.ON 

Sverige 2020.3.13］。経営者側が LöneEnsa を導入した最大の目的は，職場労働組合の個々の賃

金対話への関与を可能な限り排し，チーフへ賃金決定に関する権限を完全に委譲することで，

従業員を動機付けるツールを与えることであった［E.ON Sverige 2019.9.13］。

2．イーオンの賃金制度－職務評価システムと賃金統計－

　イーオンの職場で行われる毎年の賃金対話は，個々の従業員の賃金上昇額を決定する。では

その基本となる賃金額は，どのような賃金制度にもとづいて設定されているのか。ホワイトカ

ラーについてみてみよう 28）。イーオンの賃金制度において賃金上昇の機会は，ボーナス 29）を

のぞけば入社時 30），賃金対話，昇進 31）の 3 つである。このうち継続的な賃金額の上昇をも

たらしうるのは，毎年行われる賃金対話である。

　イーオンの賃金制度は，コンサルティング会社マーサー（Mercer）の IPE システムに依拠し
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た職務評価システムと賃金データベースから構

成されている 32）。従業員は全て，職務内容ごと

にグループ化された 12 のジョブ・ファミリー

に分類されている（表 3）。さらにそれぞれの

ジョブ・ファミリーは，「担当する職務の実質

的な価値／大きさ」を定量化した基準にもとづ

いて設定される，G1 から G6 のジョブ・グレー

ドを持つ（表 4）。例えば「ヒューマン・リソー

ス（HR）」のジョブ・ファミリーでは， HR ディ

レクターは G6，給与管理者は G2 や G3 にラ

ンク付けられる。イーオンのジョブ・グレード

は，マーサーの IPE システムで用いられてい

るグレード 33）を，より大括りにしたものと

なっている。各グレードへの従業員のランク付

けは HR が行っており，従業員は自らのランク

を知ることができない。

　賃金統計も，マーサーが提供する賃金データ

ベースをベンチマーク・データとして使用して

いる。マーサーは世界各国の企業から，それぞ

れのジョブ・ファミリーごとに従業員の賃金情

報を収集し，それをもとにデータベースを作成

している。イーオンは，スウェーデン民間企業

465 社，約 13 万 2000 人の情報にもとづくデー

タベースを利用している（E.ON Sverige 2020a: 

12）。ただしこのベンチマーク・データはあく

までも社外における賃金相場（マーケット）を参考にするための指標であり，ベンチマークと

なる賃金額が，そのままイーオンの同じジョブ・ファミリーに属するジョブ・グレードの従業

員に適用されるわけではない。チーフに対しては，ベンチマーク・データの具体的な賃金額

表 3　イーオン・スウェーデンのジョブ・ファミリー

出所：イーオン・スウェーデン HR

ジョブ・ファミリー 従業員数（人）

アドミニストレーション &ファシ

リティーズ
73

コミュニケーション & コーポレ

ート・アフェアーズ
5

ファイナンス &アカウンティング 110

ヒューマン・リソース 27

リーガル，コンプライアンス &
オーディット

18

ジェネラル・マネジメント 93

IT  151

カスタマー・サービス 162

セールス & マーケティング 221

エンジニアリング 1,040

プロジェクト & プログラム・マネ

ジメント
24

サプライ・チェーン 93

Temporary Educational 4

合計 2,021

表 4　イーオン・スウェーデンのジョブ・グレード

出所：イーオン・スウェーデン HR

イーオンの

グレード

マーサー IPE の

グレード

G1 40-42

G2 43-45

G3 46-48

G4 49-51

G5 52-54

G6 55-57

エグゼクティブ 58-

表 5　イーオン・スウェーデンのペイレンジの一例（月給，クローナ）

出所：イーオン・スウェーデン HR

イーオンの

グレード

マーサー IPE の

グレード

エンジニアリング

25 パーセンタイル 75 パーセンタイル

G5 52-54 44,444 59,663

G4 49-51 37,736 50,115
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が，例えば「エンジニアリング」の G4 にランク付けられる従業員のペイ・レンジでは（表 5），

ベンチマーク・データの 25 パーセンタイル（月給 37,736 クローナ）と 75 パーセンタイル（月

給 50,115 クローナ）で示される。中央値，最大値，最小値の賃金額は与えられない。このベン

チマーク・データは，ジョブ・グレード部分をのぞいて従業員にも公開されている。従業員

も，自らと同じジョブ・ファミリーに属する人びとが，マーケットではおよそどれくらいの賃

金を得ているのかを知ることができる。

　マーサーの IPE システムは，2015 年の LöneEnsa の締結時に導入された。スウェーデンで

は古くから職務にもとづく賃金制度が採用されてきた。ホワイトカラーについては，1990 年

代まで経営者団体の頂上組織と産別労働組合が共同で職務別賃金の調査と統計の整備を行って

いた（Samuelsson 1995: 124-126）。しかし 1990 年代後半からは，共同の統計整備が行われなく

なり，民間企業は個々に多様な職務評価システムと賃金統計を利用するようになった。マー

サーのシステムは現在，多国籍企業を中心にスウェーデンで利用されている。ユニオネンは，

今も産別交渉において EFA に対し，共同で職務評価システムを作ることを提案している

［Unionen 2020.3.10］。しかし EFA は合意しておらず，どのような職務評価システムを採用す

るかを個別企業の選択に任せている。

　イーオンも賃金のベンチマーク・データは従業員に公開しているが，ジョブ・グレードへの

各従業員のランク付けについては職場労働組合へ公表しておらず，個々の従業員にも伝えてい

ない。この理由についてイーオンの HR は，職務評価システムの選択は経営権に含まれるべ

き問題であり，従業員のグレードを公表すれば，職場労働組合がランク付けそのものを交渉の

テーマとしてくるため，と述べている［E.ON Sverige 2019.9.13］。かつて労使共同で作成して

いた職務別賃金統計は，従業員の学歴や経験年数をより反映したものであったが（Samuelsson 

1995: 119），マーサーの職務評価システムはこれらをいっさい考慮していない。それゆえその

賃金データも，従業員がつく職務内容そのものが労働市場においてどれほどの価値を持つのか

（賃金を支払われているのか）を基準として集められている。したがってイーオンは，LöneEnsa

の導入を機に，職務給をベースとしつつも，より市場価値を反映した賃金制度への転換を行っ

たといえる。

3．イーオンの賃金決定プロセス

　では賃金決定の権限が完全に与えられたチーフと従業員との賃金対話は，どのように行われ

ているのか。ここでは社内でチーフ向けに配布されている「賃金改訂の手引き」34）から，その

流れを詳しくみてみよう（以下のカッコ内は手引きのページのみを示す）。
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賃金決定のプロセス

　手引きでは，チーフの賃金改訂における役割として次の 6 つがあげられている。①手引き

に書かれている情報にもとづき賃金上昇／新しい賃金の提案を行う，②従業員と提案した賃金

について対話する，③対話の終了確認とともに書類へサインする，④新しい賃金をシステムへ

報告する，⑤低いパフォーマンスのため，ゼロもしくはわずかの賃金上昇となった従業員に

ついてアクション・プランを作成する，⑥ブルーカラーの従業員の賃金決定（省略），である

（p2）。

　賃金決定の全体プロセスは，3 つのパート（準備，賃金対話の実行，終了後）にそって説明さ

れている。まず準備段階で

は，賃金提案を行うための準

備として従業員と年に 2 回，

パフォーマンス・デベロップ

メント・ディスカッションが

行われる。ここでチーフは従

業員と，「現在の職務上の任

務」，「資格と能力」，「労働環

境」，「目標に対して達成され

た結果」，「発展の潜在性」

（p3）などを話し合う。この

際にチーフは従業員のパ

フォーマンス評価を行う。

チーフは，このパフォーマンス評価のフィードバックを，従業員に対して毎月 15 分行うこと

を義務づけられている。LöneEnsa の導入以前は，HR が主導する形で，評価表を用いて従業

員のパフォーマンスを具体的なグレードでチェックし，その記録を残していた。しかし現在

は，チーフによる賃金対話に HR が干渉しないようにするため，必要とするチーフに対して

のみ評価表を提供しており，その記録も保存していない［E.ON Sverige 2020.3.13］。チーフに

はガイドラインとして，図 5 の評価スケールと図 6 のパフォーマンス・マトリックスの例が

説明されている。パフォーマンス・マトリックスは従業員の努力を評価するためのもので，

イーオンの価値観や行動指針にそって働いており，よい業績であれば高い評価となる。また

チーフは公正なパフォーマンス評価の質を確保するために，HR に情報を求めることができる。

　次に賃金対話は，年に 1 回，1 月半ばから 2 月に行われる。賃金対話では，チーフはまず従

業員に対してその職務とパフォーマンスにかかわる当該年度の全体像を示したうえで，賃金額

の提案を行う。その際にチーフは次の 5 つの点を明確にすべきとされている（p7）。

図 5　イーオン・スウェーデンの業績評価のイメージ・1

ターゲット

非常に優れた業績

優れた業績

よい業績

期待を一部達成した業績

期待された水準を明らかに下回る業績

出所：E.ON Sverige (2020a).

図 6　イーオン・スウェーデンの業績評価のイメージ・2

出所：E.ON Sverige (2020a).

評価と

品質保証

賃金

インセン
ティブ

業績

高い

低い

誤った 正しい

行動
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　① 賃金提案の動機はパフォーマンスと，マーケットと関連付けた現在の基本賃金にもとづ

くべきである

　② フィードバックは，従業員のパフォーマンスに関連した評価である

　③ 従業員のポジションに対するベンチマーク・データを示す

　④ 賃金決定は個人化され，差異化される

　⑤ どのように評価を行うのか。賃金対話が平等な条件で行われるために，従業員にベンチ

マーク・データを公開し，どうしてその賃金となったのかを示す。従業員がパフォーマ

ンスと賃金上昇との関連を理解できるようにする。自律性，財務責任，経営責任，イニ

シアティブ，創造性，専門能力などが求められる仕事を十分達成できたならば，これら

をあまり必要とない仕事よりも，高い賃金を得るべきである

　これらを踏まえて従業員とチーフの対話が行われる。対話では，チーフは従業員の意見や質

問を十分に聞く必要があり，必要であれば，3 月 1 日まで対話を何回かに分けて行うこともで

きる。もし対話の結果，チーフが行っていた当初のパフォーマンス評価が変更されるならば，

最初の賃金提案の内容を見直す。また，賃金が今後上昇するためには何が必要となるのかを従

業員に伝えることも求められる。対話を終了する際には，従業員に対して話し合った内容がき

ちんと理解されているのかを確認する。

　最後に賃金対話の終了後は，チーフが決まった賃金額をフォーマットに記録し，従業員と一

緒にその内容を確認して双方が署名する。この文章は保存される。チーフは，さらにその賃金

額を社内のデータシステムに保存し，自分の担当する全ての賃金対話が終了した後の 3 月 12

日までに HR へ報告する。

　従業員が賃金対話に納得しない場合は，従業員が職場労働組合の代表者へ 3 月 5 日までに

連絡を取ることになる。その場合は HR からチーフに連絡が入り，まず HR と職場労働組合

の代表者との間で賃金決定基準に照らして，行われた賃金対話のプロセスとその内容が検証さ

れる。ここにはチーフも従業員も参加することができる。そしてこれら検証から推奨された内

容にしたがって，改めてチーフと従業員との間で賃金対話が行われ，終了されることになる。

　手引きには賃金対話プロセスの説明の後に，「重要な情報」として 1．や 2．で述べたイーオ

ンの賃金政策，職務評価システム，ベンチマーク・データ，賃金構造，パフォーマンス評価な

どについて詳しく説明されており，最後に Q&A となっている。

　以上のようにイーオンのホワイトカラーにおける賃金決定プロセスは，市場ベースの職務給

を前提とした上で，通年でチーフが行う従業員のパフォーマンス評価に，毎年の賃金上昇額を

連動させることをねらいとしていることがわかる。これは，2．でみたようなチーフによる従
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業員の評価と賃金決定の結果が，職場レベルの集団的な賃金交渉によって形骸化される可能性

をなくし，より徹底したパフォーマンスにもとづく個別化された賃金の実現を可能とするもの

である。イーオンはその実現のために「チーフと従業員の賃金対話」への完全な交渉権の委譲

が必要と考えたため，チーフが提案する賃金額にベンチマーク・データ以外の具体的な数値や

パーセンテージを設定せず，あくまでも自律的な判断を徹底するように求めているのである。

HR へのヒアリングでも，チーフには提示する賃金額を予め制約するような上限額や下限額，

目標水準，具体的な予算総額などは与えられておらず，HR から事前に現在のイーオンの経営

状況やスウェーデンの市場状況など，賃金額を設定する際に考慮すべきフレームワークとなる

情報が与えられているのみとのことである［E.ON Sverige 2020.3.13］35）。また手引きの Q&A

において，従業員から「普通の成果に対して少なくとも○ % の上昇にして欲しい」，あるいは

「他の人はこれくらいの賃金上昇額をもらっている」と言われた場合に，チーフは，一般的な

賃金上昇額の基準は存在しないこと，他人との比較は行わないことを説明するようにと述べて

いる（p14）。さらに従業員向けの手引きにおいても，「労働組合団体はしばしば賃金統計を提

供するが，これら賃金統計は，職務評価にもとづく我々のベンチマークとは異なる内容である

ことに注意する必要がある」，「（労働組合の）賃金統計は年齢，学歴などにもとづいて集計され

ており，職務の比較を保障しない」と述べている 36）。これらのことからも，イーオンでは

LöneEnsa の導入以前に，産業協約で設定されるマークや学歴，年齢などにおける他の従業員

と比較が，労働組合（従業員）側から賃金交渉の材料とされていたことが推測される。

　最後に，イーオンの新たな賃金決定モデルが運用されて以降，会社全体としての賃金構造の

変化と従業員の反応はどのようになっているのか。HR によると，2015 年以降のイーオンの

全社的な賃金状況の変化は，まだ統計的に有意となるようには把握できないが，従業員間の賃

金上昇率の格差は拡大しており，個々人の賃金を差異化するという HR の意図通りに運用が

されているとの評価であった［E.ON Sverige 2019.9.13］。従業員側の受け止めについては，ス

ウェーデン企業連盟の助成による調査プロジェクト 37）や，職場労働組合によるアンケート調

査が行われているが，現在のところ全体的には高い満足度が示されているとのことである

［E.ON Sverige 2019.9.13; Unionen/E.ON Sverige 2019.9.10］。また組合員から職場労働組合への賃

金対話に関する異議申し立て件数は，LöneEnsa の導入前と後でも大きく変わらず 38）［Unionen/

E.ON Sverige 2019.9.10］，例えば 2019 年にはインタビューを行った HR 担当者の担当範囲 850

人のうち，10 人が申請したとのことであった。

Ⅴ．まとめ

　本稿では民間部門のホワイトカラーで締結されている数値なし協約と，そのもとでの企業レ
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ベルの賃金決定プロセスを明らかとした。その内容を，あらためて最初に設定した検討課題に

そってまとめると以下のようになる。

数値なし協約の実態と労働組合の賃金政策

　数値なし協約とは，産別労働組合との合意にもとづき，賃金上昇率に関する交渉権限をロー

カル交渉へ完全に委譲する賃金協約である。民間部門の経営者団体は，その長らくの目標で

あった個別企業の経営状況に応じた賃金決定を実現するために数値なし協約を要求しており，

管理職や専門職のホワイトカラー労働組合は，個々人のパフォーマンスが賃金に反映され，結

果として高い賃金上昇率が達成されることを見込んで数値なし協約を受け入れている。大卒一

般事務職の労働組合であるユニオネンは，その賃金政策では個人化・差異化された賃金設定を

重視しているが，同時に，数値なし協約のもとでストライキ権が制約され，賃金上昇率が低く

抑制されることを懸念している。ユニオネンの中で例外的に数値なし協約を締結しているエネ

ルギー部門は，締結の前提条件として高い組合組織率，経営者団体との長年にわたる信頼関係

をあげており，さらに賃金上昇が数年に渡って抑制されないための個人保障の仕組みを協約に

盛り込んでいる。したがって民間経営者団体が数値なし協約をさらに普及させるためには，産

別労働組合の賃金政策に沿った形での適応が必要となる。また数値なし協約のもとで賃金交渉

を行った結果として，以前よりも賃金上昇率が全体として高くなるという「結果」も労働組合

側から求められている。このため現状では，数値なし協約が経営者側にとって必ずしも「都合

のよい」賃金協約とは限らないともいわれている［EFA 2020.3.13］。

数値なし協約のもとで可能となった企業レベルの賃金システム

　数値なし協約のもとで 2015 年から全ホワイトカラーを対象に導入されたイーオンの新しい

賃金決定モデルの特徴は，①市場ベースの職務評価システムと賃金統計（マーサー）を導入し，

②ホワイトカラーの賃金交渉に対する権限を，HR と職場労働組合からチーフと個々の従業員

との賃金対話へ委譲したことにある。マーサーのシステムは他の企業にも採用されているた

め，①そのものが目新しいわけではない。それゆえイーオンの賃金モデルに対する経営者団体

側からの高い評価は，②の完全に権限を委譲されたチーフと従業員との賃金対話の実現にある

と考えられる。このような個人対話にもとづく賃金決定モデルは，その内容からみればアメリ

カのホワイトカラーを対象とする賃金・評価システムに近いものである［笹島 2008］。しかし

アメリカと異なり，スウェーデンではホワイトカラーも職場労働組合に組織されていることか

ら，賃金交渉の権限をチーフと従業員の賃金対話へ委譲するためには，職場労働組合の合意が

必須となる。イーオンの賃金モデルが民間部門において例外的な成功例とみなされている現状

は，むしろ現在もスウェーデンにおいて職場労働組合の賃金決定に対する影響力が強く，その
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権限を変更することが容易でないことをあらわしているといえる。

2000 年代の賃金交渉をめぐるスウェーデンの労使関係の変化

　以上にみた数値なし協約とそのもとでの賃金決定の実態は，スウェーデンの賃金をめぐる労

使関係が，労使の合意にもとづきながらもゆるやかに産別レベルから企業レベル，さらに個人

レベルへと分権化されつつあることを示している。この状況は，民間経営者団体が 1980 年代

から追求してきた賃金設定の分権化方針の実行途上にあるともいえる（Geer 2007: 181-182）。

産業協約が設定するマークに制約されることを望まない労働組合にとっても，数値なし協約は

賃金プレミアを獲得できる手段とみなされている。ただしこの実態は，管理職や専門職のホワ

イトカラー層には当てはまるが，数値なし協約に強く反対しているブルーカラー層には今のと

ころ該当しない。現時点で数値なし協約そのものが産別労働組合の交渉力を弱めているわけで

はないが，一部に数値なし協約を認めている大卒一般事務職の労働組合が，今後どのように数

値なし協約に対応するのかによって，ブルーカラー労働組合とホワイトカラー労働組合との賃

金政策の違い，またこれら階層間の賃金格差がより鮮明になってゆく可能性を含んでいるとい

えよう。

※ 本稿は，科研費（課題番号：16K03834，研究種目：基盤研究 C）の助成を受けた研究成果の一

部である。

＜注＞

1） 1980 年代から 90 年代初頭には，賃金交渉の結果としてインフレ率を上回る高い賃金上昇がしばしば

生じており，それが産業の国際競争力を弱めると批判されていた。産業協約の締結から 20 年を振り

返り，その役割と課題についてまとめたものとして Öberg A.D. & Öberg（2017）が，経営者団体か

らの評価には Svenskt Näringsliv（2019）ある。

2） 賃金協約で決められた賃金上昇率を上回る上昇分のこと。

3） 主な調査研究として，大卒専門職労働組合を調査した Granqvist och Regnér（2016）や地方自治体

の准看護士を調査した Calmfors（2019）があげられる。これら研究は産別レベルでの影響を検討し

ており，本稿で取り上げる企業レベルでの影響については先行研究がほとんど存在しない。

4） 数値なし協約そのものではないが，異なる産別協約のもとで企業レベルの賃金決定がどのように行わ

れているかを検討した研究として Karlson（et.al） （2014）がある。同じく数値なし協約には言及して

いないが，邦語文献では西村（2014）がブルーカラー労働組合の産別と職場レベルの賃金決定の関係

について，篠田編（2001）は自動車メーカーのブルーカラーとホワイトカラーの職場レベルの賃金制

度について取り上げている。

5） 労働組合側では，ホワイトカラーの管理職労働組合や大卒専門職労働組合が数値なし協約を締結する

一方で，ブルーカラー労働組合は拒否するなど対応が分かれている。ユニオネンはホワイトカラーの

労働組合であるが，後述するように現在のところ数値なし協約には慎重な態度をとっている。
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6） スウェーデン企業連盟はその HP やセミナーなどでイーオンの賃金モデルを頻繁に取り上げている。

Svenskt Näringsliv, “Elbolaget E.ON ta helhetsgrepp på lönesättningen”, 2018.7.14; “Lönebildning: 
‘Börja testa nya sätt att jobba’”, 2019.9.27。また企業連盟へのインタビューにおいても数値なし協約

の成功例としてイーオンが紹介された［Svenskt Näringsliv 2019.3.8］。
7） 労働協約はさまざまな労働条件を定めた労使間で締結される協約であり，この中に賃金協約も含まれ

る。

8） これは労働協約の「normerande verkan（規範的効果）」と呼ばれ，法律ではなく労働判例によって

確立されている（IF Metall Borås 2019:22）。
9） こ こ に 含 ま れ る 労 働 組 合 は 現 在，Unionen，GS，IF Metall，Sveriges Ingenjörer，Svenska 

Livsmedelsarbetareförbundet の 5 つである。経営者団体側からは 14 団体が参加している（Svenskt 
Näringsliv 2019: 47）。

10） 産別労使交渉で合意にいたらない場合は，労使紛争に入る前に中立の調停機関（Medlingsinstitutet）
による調停が行われる。

11） ただしこの解釈については労使間あるいは労働組合間でも温度差がある。

12） スウェーデンにおける賃金格差の問題を多面的に取り上げた文献として，Granqvist（red.） （2013）
がある。

13） 平均賃金でみれば格差が拡大しているが，賃金分布でみれば多くのホワイトカラーはブルーカラー

と同じ賃金であるという指摘もある（Markusson, S., “Många tjänstemän tjänar som arbetare”, 
ArbetsVärlden, 2019.1.18）。

14） 1980 年代以前には，賃金協約において LO 内の低賃金部門を補填する仕組み（賃上げ補填保障）が存

在していたが，それらは 1990 年代初頭に廃止された。これもブルーカラーとホワイトカラーの賃金

格差が拡大する一つの条件となったと考えられる（稲上 1994: 55-56）。
15） この分類は労使交渉の調停機関である Medlingsinstitutet が毎年発表している報告書の中で使ってい

るもので，本稿でもこの分類をそのまま採用している。

16） Medlingsinstitutet の集計は，2002 年から 2016 年までは国と地方自治体とが区分されており，2017
年以降は公共部門として合算されている。

17） 数値なし協約を締結した公共部門のなかで，例えば准看護師や教師では，労働力不足が続いているに

もかかわらず相対的に賃金上昇率が低かった（Calmfors 2019: 209）。このためマークに制約されず，

より高い賃金上昇率を獲得するために，数値なし協約の提案に応じていることが推測される。

18） ただし EFA との数値なし協約にはパートナー間で fallback に関する合意が存在し，Teknikgrossisterna
との数値なし協約には強制的ではない賃金ポットが含まれる，と書かれている。

19） 労働組合間の賃金政策の違いについては改めて別稿で検討する予定である。

20） “Om sifferlösa avtal med Gunilla Krieg, Unionen”（https://www.youtube.com/watch?v=7UNDNK
3hnvQ&feature=youtu.be）

21） エネルギー部門にはもう一つブルーカラー労働組合が存在しており，こちらは単独で EFA と労働協

約を結んでいる［EFA 2020.3.13］。
22） このような考えは古くから経営者団体内に存在しているが，他方でマクロな賃金管理政策を求める意

見も根強く，そのバランスをいかにとるのかがスウェーデンの経営者団体として長年の課題であった。

Lundgren（red.）（2001）。
23） “Löneavtal för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen angående löner för tiden 

1 april 2017-31 mars 2020”.
24） “Nytt avtal mellan Ledarna och EFA”, AVTALSNYHET 15 MAJ 2017（https://www.ledarna.se/om-

ledarna/nyheter/avtalsnyheter/nytt-avtal-mellan-ledarna-och-efa/ 2021.2.4 最終閲覧）

25） “Löneavtal för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening och Sveriges Ingenjörer angående löner för 
tiden 1 april 2017-31 mars 2020”.

26） これについて Unionen のエネルギー部門交渉担当者は，数値なし協約の趣旨からすれば望ましくない
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状況であると述べている［Unionen 2020.3.10］。
27） LöneEnsa（29 november 2017）．
28） 以下の賃金制度の説明は次の 2 つのインタビューにもとづいている。E.ON Sverige［HR 担当

Katarina Sigeus Ek 氏（2019.9.13），E.ON Sverige HR 担当 Gunilla Holmgren 氏（2020.3.13）。
29） 本稿ではボーナス部分については検討しないが，それは年間給与のおよそ 5% に相当する。

30） 入社時の賃金額は，毎年行われる賃金改定と同じ職務評価と賃金統計を用いて，チーフと従業員との

賃金対話にもとづいて決定される。

31） イーオン・スウェーデンでの昇進は社内公募制となっており，誰もが自動的に昇進するわけではない。

32） マーサーの IPE システムについては労務行政研究所編（2017）を参照。

33） マーサーの IPE システムは「影響」「折衝」「革新」「知識」「リスク」の 5 つの要素から構成されるポ

イントシステムで，その合計点数にもとづいて職務の大きさをあらわす指標がポジションごとに算出

されている（労務行政研究所編 2017:104）。
34） E.ON Sverige (2020a), Tutorial for salary review 2020－Manager－. 従業員向けに簡略化されてい

る手引きも配布されているが，ここでは言及のない限りマネージャー向けの手引きにもとづいている。

イーオンには賃金決定を行う権限をもつチーフが約 250 人おり，彼らも管理職労働組合，大卒専門職

労働組合，大卒一般事務職労働組合のいずれかの組合員である場合が多い。

35） 手引きの「重要な情報」には「ポジションに対する賃金には上限も下限も存在しないが，個別のポジ

ションにより高く支払う場合には，公平性が必要である」と述べた後に，「経営者としては，市場の

需要よりも多く支払うべき理由はない」と書いているように，当該ポジションに対するマーケットの

一般的な賃金状況を基準とすることが奨励されている（p13）。また手引きには，従業員の職務上の任

務に重大な変更が生じた場合は，賃金の削減が「凍結」もしくは「減額」の形で生じうると書かれて

いるが，この点はこれまでの慣行と同じく，現実には生じたことがないという［E.ON Sverige 
2020.3.13］。

36） E.ON Sverige (2020b), Tutorial for salary review-Employee, p6.  ただし 2001 年より，差別禁止法

にもとづいて経営者側に性別や年齢による賃金差別が生じていないかの確認（サラリー・マッピング）

が義務づけられている。職場労働組合はその情報を経営者側からえて，問題がみられる場合は交渉を

行うことができる。

37） ストックホルム大学の Magnus Sverke 教授が中心となった研究プロジェクトで，パフォーマンスに

もとづいた賃金決定と従業員のモチベーションとの関係に焦点を当てている。

38） ただし申請を行った組合員の中には，「チーフとの賃金対話」は実際には「賃金交渉」とはなってお

らず，一方的にチーフから賃金上昇額を伝えられるのみであること，ベンチマーク・データは複雑

であるため，チーフの決定に意義を唱えるのは難しいという，新しい賃金モデルそのものに対する批

判的意見があった［Unionen/E.ON Sverige 2019.9.10］。
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